
平成23年11月吉日 

看護部長・師長 殿 

公益社団法人        

鹿児島県臨床工学技士会 

理事長 山口 親光 

 

第 11回医療機器安全管理セミナーの開催についてのご案内 

 

謹啓 

日頃から当会の活動にご理解とご支援を頂き、心より厚く御礼を申し上げます。 

さて、平成18年6月21日付で公布され、平成19年より施行されました改正医療法（平成18年法律第84

号）において 

１．医療の安全を確保するための措置について 

２．医療施設における院内感染の防止について 

３．医薬品の安全管理体制について 

４．医療機器の保守点検・安全使用に関する体制ついて 

の以上4項目の改正が行なわれました。 

その中で 4 番目の医療機器の保守点検・安全使用に関する体制についての中に病院・診療所及び助産施設に

おいて医療機器安全管理責任者の設置が義務付けられ、医療機器安全管理責任者の責任において定期的な保

守点検計画の策定と共に医療機器に携わる職員の研修計画の立案、さらに保守点検実施記録と共に研修実施

記録の保存が義務付けられています。 

更に、この中で従業者に対する医療機器の安全使用のための研修については 

① 新しい医療機器の導入時の研修 

② 定期研修 

の 2 項目があり、①については、導入される医療機器メーカーが実施する事が当然のことですが、②の定期

研修については、施設によっては病院内での研修が困難である事が予想されます。 

今回の改定医療法の中に研修の内容についての規定があり、 

ア．医療機器の有効性・安全性に関する事項 

イ．医療機器の使用法に関する事項 

ウ．医療機器の保守点検に関する事項 

エ．医療機器の不具合等が発生した場合の対応（施設内での報告、行政機関への報告等）に関する事項 

オ．医療機器の使用に関して特に法令上遵守すべき事項についての研修の実施 

が挙げられております。 

そのため全体的な知識の普及と同時に各病院での研修実績を目的として別紙プログラムどおりの研修セミナ

ーを実施する事になりました。 

今回改定された改正医療法の中にも各病院で実施される研修から病院以外で実施される集団研修の受講ま

で研修受講として記録する事が認められています。 

今回は第11回目として透析関連装置についてのセミナーを企画いたしました。 

セミナー開催の意向をご理解頂き、貴施設の職員の方々の受講を勧めて頂けますようご協力を宜しくお願

い申し上げます。 

 

謹白 



 

第11回医療機器安全管理セミナー 

（血血血血液透析液透析液透析液透析    編）編）編）編） 

主催 公益社団法人  鹿児島県臨床工学技士会 

後援          鹿児島県透析医会 

社団法人 日本臨床工学技士会    

日  時  ：平成24年１月15(日) 

開場・受付 8：30 開始：9：00 

会会会会        場場場場        ：：：：鹿児島県市町村自治会館鹿児島県市町村自治会館鹿児島県市町村自治会館鹿児島県市町村自治会館        ４階ホール４階ホール４階ホール４階ホール    

〒〒〒〒890890890890----0064006400640064    鹿児島市鴨池新町鹿児島市鴨池新町鹿児島市鴨池新町鹿児島市鴨池新町 7777番番番番 4444号（県庁前）号（県庁前）号（県庁前）号（県庁前）    

TELTELTELTEL    099099099099（（（（206206206206））））1010101010101010    

FAXFAXFAXFAX    099099099099（（（（206206206206））））1052105210521052        

定  員  ：２００名で締め切ります 

（事前に定員に達しましたときはお断りすることがあります。） 

受受受受        講講講講        料料料料    ：３：３：３：３０００円０００円０００円０００円    （会員２０００円）（会員２０００円）（会員２０００円）（会員２０００円）    

申込み方法 ：同封のFAX用紙でお申し込みくださいFAXFAXFAXFAX    ０９９－２２９－６４８４０９９－２２９－６４８４０９９－２２９－６４８４０９９－２２９－６４８４    

FAXにて受付後、振込用紙をお送りいたします。 

受講料入金確認後、受講者証をお送りいたします。セミナー受付時に 

受講証を確認いたしますので、必ず受講証をご持参ください。又、多人数にてお

申し込みを頂けます場合には、代表者名も合わせてご記入をお願いします。 

申込み締切 ：平成２３年１２月２５日(土)必着 

受講終了証 ：終了後発行いたします（受講終了証は所属施設の研修記録の証となります） 

持参する物 ：筆記用具など 

問い合わせ ：電話での問い合わせは業務に支障が出ますのでＦＡＸもしくは 

Ｅメールでのお問い合わせとなります 

ＦＡＸ  ０９９－２２９－６４８４ 

Ｅメール seminar@karinkou.jp 

鹿児島県臨床工学技士会のホームページ上からもお申し込みいただけます。鹿児島県臨床工学技士会のホームページ上からもお申し込みいただけます。鹿児島県臨床工学技士会のホームページ上からもお申し込みいただけます。鹿児島県臨床工学技士会のホームページ上からもお申し込みいただけます。                                 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋａｒｉｎｋｏｕ．ｊｐ／ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋａｒｉｎｋｏｕ．ｊｐ／ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋａｒｉｎｋｏｕ．ｊｐ／ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋａｒｉｎｋｏｕ．ｊｐ／     



プログラム 

８：３０ 開場、受付 

９：００ オリエンテーション 

９：１５ 透析機械におけるトラブルと対処法 

１０：００ 休憩 

１０：１５ 透析中に起こりやすい人為的なトラブルおよび対応策について① 

１１：００ 休憩 

１１：１５ 透析中に起こりやすい人為的なトラブルおよび対応策について② 

１２：００ 休憩 

１２：１５ 事故防止対策 

１３：００ 終了 

１３：００ 受講終了証発行 

＊＊＊＊受講対象者は機器を操作する全ての方ですので、看護師の方も対象となります 

＊＊＊＊    講師は臨床工学技士数名が担当 

＊＊＊＊    関係機器・材料の展示も予定しています 

＊＊＊＊    併設の駐車場が混雑する場合があります、出来るだけ公共交通機関の利用か乗り合わせでご来

場頂き近隣の駐車場をご使用ください。駐車料金はご自身のご負担になります。 

近隣の駐車場・・・市鴨池公園駐車場 [1時間100円]（県営球場南隣） 

 

注 臨床工学技士の方で、今回のセミナー受講者には専門臨床工学技士認定制度の受験資格 

及び更新時の点数が取得できます。 

 


